
業務名： 那覇ふ頭１号・２号上屋解体設計業務委託

（回答）

A1.「既存図面一式（簡易な図面）」に構造図は含まれていません。

A2.杭を解体撤去すると考えてよろしいです。
　　「既存図面一式（簡易な図面）」に杭の図面は含まれていませんので、想定による解体の
　　設計となります。

※「既存図面一式（簡易な図面）」とは、仕様書等「２．図面」となります。
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